
JP 2017-1636 A 2017.1.5

(57)【要約】
【課題】車体の挙動が不安定になることを抑制すること
ができる車体挙動制御装置と、車体の挙動が不安定にな
ることを抑制することができる車体の挙動の制御方法と
、を提供することを目的としている。
【解決手段】複数の車輪を含む車体に組み込まれる車体
挙動制御装置であって、車体の挙動を制御する挙動制御
機構と、路面の勾配値θを用いて算出された車輪の軸荷
重に基づいて、挙動制御機構の動作を制御する制御部と
、を備えているものである。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の車輪を含む車体に組み込まれる車体挙動制御装置であって、
　前記車体の挙動を制御する挙動制御機構と、
　路面の勾配値を用いて算出された車輪の軸荷重に基づいて、前記挙動制御機構の動作を
制御する制御部と、
　を備えている、
　車体挙動制御装置。
【請求項２】
　前記挙動制御機構は、ブレーキ機構であり、
　前記制御部は、前記挙動制御機構の動作としての、前記ブレーキ機構が実行する車輪を
制動する動作を、制御する、
　請求項１に記載の車体挙動制御装置。
【請求項３】
　前記車輪を制動する動作は、いずれかの車輪を制動する操作が行われた際に複数の車輪
に制動力を生じさせる連動ブレーキ動作である、
　請求項２に記載の車体挙動制御装置。
【請求項４】
　前記制御部は、
　車輪の前記軸荷重に基づいて、前記連動ブレーキ動作における、複数の車輪のそれぞれ
に配分される前記制動力の比率を変化させる、
　請求項３に記載の車体挙動制御装置。
【請求項５】
　前記制御部は、
　前記路面が上り勾配である状態において、後輪の前記軸荷重が大きい程、後輪に配分さ
れる前記制動力の比率を大きくする、
　請求項４に記載の車体挙動制御装置。
【請求項６】
　前記制御部は、
　前記路面が下り勾配である状態において、前輪の前記軸荷重が大きい程、前輪に配分さ
れる前記制動力の比率を大きくする、
　請求項４又は５に記載の車体挙動制御装置。
【請求項７】
　前記制御部は、
　前記路面が下り勾配である状態において、後輪に生じさせる前記制動力を低下させずに
、前輪に配分される前記制動力の比率を大きくする、
　請求項６に記載の車体挙動制御装置。
【請求項８】
　前記制御部は、
　車輪の前記軸荷重に基づいて車輪の浮き上がりを検出する、
　請求項１～７のいずれか一項に記載の車体挙動制御装置。
【請求項９】
　複数の車輪を含む車体の挙動の制御方法であって、
　前記車体の挙動を制御する挙動制御機構の動作を、
　路面の勾配値を用いて算出された車輪の軸荷重に基づいて制御する、
　車体の挙動の制御方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、車体挙動制御装置及び車体の挙動の制御方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　モーターサイクル（自動二輪車又は自動三輪車）等の車両には、車体の挙動を制御する
車体挙動制御装置が組み込まれている。例えば、車体挙動制御装置は、車体の減速度に基
づいて連動ブレーキ動作を制御する（特許文献１を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－７１９６３号公報（段落［００１７］、図２）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の車体挙動制御装置では、車体が走行する路面の状態が変化する場合等においても
、車体の減速度に基づいて連動ブレーキ動作が制御される。そのため、例えば、各車輪に
おける制動力の過大又は不足が生じることとなって、車体の挙動が不安定になる場合があ
る。また、連動ブレーキ動作を伴わない場合の、ＡＢＳ制御、トラクションコントロール
等においても、路面の状態が加味されないことに起因して、車体の挙動が不安定になる場
合がある。
【０００５】
　本発明は、上記のような課題を背景としてなされたものであり、車体の挙動が不安定に
なることを抑制することができる車体挙動制御装置及び車体の挙動の制御方法を提供する
ことを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る車体挙動制御装置は、複数の車輪を含む車体に組み込まれる車体挙動制御
装置であって、前記車体の挙動を制御する挙動制御機構と、路面の勾配値を用いて算出さ
れた車輪の軸荷重に基づいて、前記挙動制御機構の動作を制御する制御部と、を備えてい
るものである。
【０００７】
　本発明に係る車体の挙動の制御方法は、複数の車輪を含む車体の挙動の制御方法であっ
て、前記車体の挙動を制御する挙動制御機構の動作を、路面の勾配値を用いて算出された
車輪の軸荷重に基づいて制御するものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明に係る車体挙動制御装置及び車体の挙動の制御方法では、路面の勾配値を用いて
算出された車輪の軸荷重に基づいて挙動制御機構の動作が制御されるため、路面の状態が
変化する場合等においても、車体の挙動を安定化することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施の形態１に係る車体挙動制御装置を含む液圧制御システムの概要構
成図である。
【図２】平地を走行するモーターサイクルの前輪の軸荷重及び後輪の軸荷重の説明図であ
る。
【図３】上り勾配の路面を走行するモーターサイクルの前輪の軸荷重及び後輪の軸荷重の
説明図である。
【図４】下り勾配の路面を走行するモーターサイクルの前輪の軸荷重及び後輪の軸荷重の
説明図である。
【図５】本発明の実施の形態１に係る車体挙動制御装置を含む液圧制御システムが備えて
いる各種センサ、制御部及び各種アクチュエータの機能ブロック図である。
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【図６】本発明の実施の形態１に係る車体挙動制御装置に含まれる制御部の機能ブロック
図である。
【図７】本発明の実施の形態１に係る車体挙動制御装置の前輪及び後輪の制動力配分フロ
ーの一例である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明に係る車体挙動制御装置及び車体の挙動の制御方法について、図面を用い
て説明する。
　なお、以下では、本発明に係る車体挙動制御装置及び車体の挙動の制御方法が、モータ
ーサイクルに用いられる場合を説明しているが、他の車両に用いられてもよく、例えば、
自転車（電動自転車及び電動アシスト自転車を含む）等に用いられてもよい。
　また、以下で説明する構成、動作等は、一例であり、本発明に係る車体挙動制御装置及
び車体の挙動の制御方法は、そのような構成、動作等である場合に限定されない。
　また、各図において、詳細部分の図示が適宜簡略化又は省略されている。
【００１１】
実施の形態１．
＜液圧制御システム１００の全体構成＞
　図１は、本実施の形態１に係る車体挙動制御装置１を含む液圧制御システム１００の概
要構成図である。
　液圧制御システム１００は、モーターサイクルに搭載され、車体の挙動を制御する車体
挙動制御装置１を備えている。
【００１２】
　モーターサイクルは、前輪２０及び後輪３０（単に車輪Ｗとも称する）を含む車体を備
えている。前輪２０の車軸及び後輪３０の車軸は、車体に回転自在に固定されている。
　モーターサイクルは、ユーザー等が操作するハンドルレバー２４及びフットペダル３４
を備えている。このハンドルレバー２４を操作すると前輪２０の制動力が変化し、フット
ペダル３４を操作すると後輪３０の制動力が変化する。ハンドルレバー２４は、運転者の
手で操作され、フットペダル３４は運転者の足で操作される。
【００１３】
　液圧制御システム１００は、前輪２０の制動力の発生に利用されるブレーキ液が流れる
前輪液圧回路Ｃ１と、後輪３０の制動力の発生に利用されるブレーキ液が流れる後輪液圧
回路Ｃ２とを含む。
【００１４】
　液圧制御システム１００は、前輪２０に付設されるフロントブレーキパッド２１と、フ
ロントブレーキパッド２１を動かすフロントブレーキピストン（図示省略）が摺動自在に
設けられているフロントホイールシリンダ２２と、フロントホイールシリンダ２２に接続
されたブレーキ液管２３とを備えている。
【００１５】
　液圧制御システム１００は、ハンドルレバー２４に付設される第１マスターシリンダ２
５と、ブレーキ液を貯留する第１リザーバ２６と、第１マスターシリンダ２５に接続され
たブレーキ液管２７とを備えている。なお、第１マスターシリンダ２５には、マスターシ
リンダピストン（図示省略）が摺動自在に設けられている。ハンドルレバー２４が操作さ
れると、第１マスターシリンダ２５内のマスターシリンダピストンが動く。
【００１６】
　液圧制御システム１００は、後輪３０に付設されるリアブレーキパッド３１と、リアブ
レーキパッド３１を動かすリアブレーキピストン（図示省略）が摺動自在に設けられてい
るリアホイールシリンダ３２と、リアホイールシリンダ３２に接続されたブレーキ液管３
３とを備えている。
【００１７】
　液圧制御システム１００は、フットペダル３４に付設される第２マスターシリンダ３５
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と、ブレーキ液を貯留する第２リザーバ３６と、第２マスターシリンダ３５に接続された
ブレーキ液管３７とを備えている。なお、第２マスターシリンダ３５には、マスターシリ
ンダピストン（図示省略）が摺動自在に設けられている。フットペダル３４が操作される
と、第２マスターシリンダ３５内のマスターシリンダピストンが動く。
【００１８】
＜車体挙動制御装置１の各部の構成＞
　車体挙動制御装置１は、ブレーキ液が流れる内部流路４と、内部流路４内のブレーキ液
を第１マスターシリンダ２５及び第２マスターシリンダ３５側に搬送するのに用いられる
ポンプ装置２と、前輪液圧回路Ｃ１及び後輪液圧回路Ｃ２に設けられた開閉自在の調整弁
３とを含む。なお、調整弁３は、第１増圧弁３Ａ及び第１減圧弁３Ｂと、第２増圧弁３Ｃ
及び第２減圧弁３Ｄとを含む。調整弁３は、例えば、ソレノイドを備えた電磁弁である。
　ここで、本発明の挙動制御機構としてのブレーキ機構は、例えば調整弁３及びポンプ装
置２等に対応し、それらの機構によって内部流路４の液圧が制御されて、車体の挙動が制
御される。
【００１９】
　また、車体挙動制御装置１は、調整弁３の開閉、ポンプ装置２の回転数等を制御する制
御部７を含む。なお、制御部７の一部又は全ては、例えば、マイコン、マイクロプロセッ
サユニット等で構成されていてもよく、また、ファームウェア等の更新可能なもので構成
されていてもよく、また、ＣＰＵ等からの指令によって実行されるプログラムモジュール
等であってもよい。
【００２０】
　さらに、車体挙動制御装置１は、制御部７に検出信号を出力する検出部８を含む。検出
部８は、内部流路４に設けられた第１圧力センサ８Ａ及び第２圧力センサ８Ｂと、車体の
加速度を算出するのに用いられる前輪速度センサ８Ｃ及び後輪速度センサ８Ｄと（図５参
照）、車体に設けられている加速度センサ８Ｅとを含む。
【００２１】
　車体挙動制御装置１は、ブレーキ液管２３、２７、３３、３７にそれぞれ接続される各
種ポートＰを含む。また、車体挙動制御装置１は、内部流路４を流れるブレーキ液の流量
を規制するフロートリストリクタ５と、ブレーキ液を貯留可能なアキュムレータ６とを含
む。
【００２２】
　なお、以下では、前輪速度及び後輪速度をまとめて車輪速度と称し、また、前輪速度セ
ンサ８Ｃ及び後輪速度センサ８Ｄをまとめて車輪速度センサＷＳと称する場合がある。
【００２３】
　内部流路４は、前輪液圧回路Ｃ１の一部を構成する第１内部流路４Ａと、後輪液圧回路
Ｃ２の一部を構成する第２内部流路４Ｂとを含む。
　第１内部流路４Ａには、第１増圧弁３Ａ、第１減圧弁３Ｂ、及び第１圧力センサ８Ａ等
が設けられている。第１内部流路４Ａは、ポートＰを介してブレーキ液管２３及びブレー
キ液管２７に接続されている。第２内部流路４Ｂには、第２増圧弁３Ｃ、第２減圧弁３Ｄ
及び第２圧力センサ８Ｂ等が設けられている。第２内部流路４Ｂは、ポートＰを介してブ
レーキ液管３３及びブレーキ液管３７に接続されている。
【００２４】
　ポンプ装置２は、例えばＤＣモーター等で構成することができる駆動機構２Ａと、駆動
機構２Ａによって駆動力が与えられる２つのポンプエレメント２Ｂとを含む。駆動機構２
Ａは、固定子及び回転子等を含み、その回転数が制御部７によって制御される。一方のポ
ンプエレメント２Ｂは、前輪液圧回路Ｃ１内のブレーキ液の搬送に用いられ、第１内部流
路４Ａに設けられている。他方のポンプエレメント２Ｂは、後輪液圧回路Ｃ２内のブレー
キ液の搬送に用いられ、第２内部流路４Ｂに設けられている。
【００２５】
　制御部７は、車体挙動制御のために、連動ブレーキ動作を実行する。
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　連動ブレーキ動作は、ハンドルレバー２４によって前輪２０に制動力を発生させる操作
、又は、フットペダル３４によって後輪３０に制動力を発生させる操作が行われた際に、
前輪２０及び後輪３０の両方に制動力を発生させる動作である。
　つまり、制御部７は、別々の操作系統に接続されている複数の車輪Ｗのうちの一部の車
輪Ｗを、その操作系統におけるユーザー等の操作に応じて制動する際に、その車輪Ｗと、
それと異なる操作系統に接続されている他の車輪Ｗと、に制動力を生じさせる連動ブレー
キ動作を実行する。
【００２６】
　そして、制御部７は、路面の勾配値θを用いて算出された車輪Ｗの軸荷重に基づいて、
連動ブレーキ動作を制御する。具体的には、制御部７は、ブレーキ機構である調整弁３の
開閉、ポンプ装置２の回転数等を制御して、連動ブレーキ動作を実行する。
　なお、制御部７は、路面の勾配値θを用いて、車輪Ｗの軸荷重を算出してもよく、また
、路面の勾配値θに換算できる他の物理量を用いて、車輪Ｗの軸荷重を算出してもよい。
また、制御部７は、車輪Ｗの軸荷重を用いて、連動ブレーキ動作を実行してもよく、また
、車輪Ｗの軸荷重に換算できる他の物理量を用いて、連動ブレーキ動作を実行してもよい
。
【００２７】
＜前輪２０及び後輪３０の軸荷重＞
　図２は、平地を走行するモーターサイクルの前輪２０の軸荷重及び後輪３０の軸荷重の
説明図である。
　質量ｍは、モーターサイクルの質量である。重心Ｇは、モーターサイクルの重心である
。高さｈは、路面からの重心Ｇまでの高さである。位置Ｃｘは、水平方向における重心Ｇ
の位置である。位置Ｆｘは、水平方向における前輪２０の軸の位置である。位置Ｒｘは、
水平方向における後輪３０の軸の位置である。荷重Ｆは、重心Ｇに作用するモーターサイ
クルの荷重である。荷重Ｆｎ＿ＦＡは、前輪２０の軸荷重である。荷重Ｆｎ＿ＲＡは、後
輪３０の軸荷重である。モーターサイクルに搭乗している人の成分（質量、重心等）が加
味されてもよい。また、モーターサイクルの加減速に起因する加速度成分が加味されても
よい。
【００２８】
　長さｘ１は、位置Ｃｘと位置Ｆｘとの間の長さである。長さｘ２は、位置Ｃｘと位置Ｒ
ｘとの間の長さである。
　なお、説明の便宜上、平坦な路面において、ｘ１＝ｘ２が成立するように、モーターサ
イクルが設計されているものとする。まず、図２に示すように、モーターサイクルが、平
坦な路面上にある場合について考える。
【００２９】
　重力加速度をｇとすると、モーターサイクルには下向きにｍ×ｇの荷重Ｆが掛かる。荷
重Ｆを前輪２０の軸にかかる成分及び後輪３０の軸にかかる成分に分ける。前輪２０の軸
に掛かる荷重Ｆｎ＿ＦＡ及び後輪３０の軸に掛かる荷重Ｆｎ＿ＲＡは、次の式（１）及び
式（２）のようになる。
【００３０】
　［数１］
　Ｆｎ＿ＦＡ＝［１－｛ｘ１／（ｘ１＋ｘ２）｝］×ｍ×ｇ＝ｍ×ｇ／２　・・・（１）
【００３１】
　［数２］
　Ｆｎ＿ＲＡ＝［１－｛ｘ２／（ｘ１＋ｘ２）｝］×ｍ×ｇ＝ｍ×ｇ／２　・・・（２）
【００３２】
　つまり、平坦な路面上において、荷重Ｆｎ＿ＦＡ及び荷重Ｆｎ＿ＲＡの大きさは等しい
。
【００３３】
　図３は、上り勾配の路面を走行するモーターサイクルの前輪２０の軸荷重及び後輪３０
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の軸荷重の説明図である。次に、図３に示すように、モーターサイクルが、上り勾配の路
面上にある場合を考える。
　路面の勾配値θは、水平面を基準とする角度であり、上り勾配では正の値となり、下り
勾配では負の値となる。高さｈは、上り勾配の路面に直交する方向における、重心Ｇの高
さである。位置Ｃｘ'は、水平方向における重心Ｇの位置である。位置Ｆｘ'は、水平方向
における前輪２０の軸の位置である。位置Ｒｘ'は、水平方向における後輪３０の軸の位
置である。荷重Ｆｎ＿ＦＡ'は、前輪２０の軸荷重である。荷重Ｆｎ＿ＲＡ'は、後輪３０
の軸荷重である。
【００３４】
　長さｘ１'は、位置Ｃｘ'と位置Ｆｘ'との間の長さである。長さｘ２'は、位置Ｃｘ'と
位置Ｒｘ'との間の長さである。長さｘ１'及び長さｘ２'は次のように計算することがで
きる。
【００３５】
　［数３］
　ｘ１' ＝ ｘ１×ｃｏｓθ ＋ ｈ×ｓiｎθ　　　・・・（３）
【００３６】
　［数４］
　ｘ２' ＝ ｘ２×ｃｏｓθ － ｈ×ｓiｎθ　　　・・・（４）
【００３７】
　したがって、前輪２０の軸に掛かる荷重Ｆｎ＿ＦＡ及び後輪３０の軸に掛かる荷重Ｆｎ
＿ＲＡは、次の式（５）及び式（６）のようになる。
【００３８】
　［数５］
　Ｆｎ＿ＦＡ'＝［１－｛ｘ１'／（ｘ１'＋ｘ２'）｝］×ｍ×ｇ
　　　　　　 ＝［１－｛（ｘ１×ｃｏｓθ＋ｈ×ｓiｎθ）／（（ｘ１＋ｘ２）×ｃｏｓ
θ）｝］×ｍ×ｇ 　　　・・・（５） 
【００３９】
　［数６］
　Ｆｎ＿ＲＡ'＝［１－｛ｘ２' ／ （ｘ１'＋ｘ２'）｝］×ｍ×ｇ
       　　　＝［１－｛（ｘ２×ｃｏｓθ－ｈ×ｓiｎθ）／（（ｘ１＋ｘ２）×ｃｏｓ
θ）｝］×ｍ×ｇ　　　・・・（６）
【００４０】
　つまり、ｘ１＝ｘ２である場合には、上り勾配の路面上において、荷重Ｆｎ＿ＦＡ'よ
りも荷重Ｆｎ＿ＲＡ'の方が大きくなる。また、路面の勾配値θが大きい（つまり上り勾
配の勾配が大きい）程、荷重Ｆｎ＿ＲＡ'が大きくなり、荷重Ｆｎ＿ＦＡ'が小さくなる。
【００４１】
　図４は、下り勾配の路面を走行するモーターサイクルの前輪２０の軸荷重及び後輪３０
の軸荷重の説明図である。下り勾配の路面を走行するモーターサイクルの前輪２０の軸荷
重及び後輪３０の軸荷重も、図３で説明したことと同様の要領で、算出することができる
。
【００４２】
　つまり、ｘ１＝ｘ２である場合には、下り勾配の路面上において、荷重Ｆｎ＿ＲＡ'よ
りも荷重Ｆｎ＿ＦＡ'の方が大きくなる。また、路面の勾配値θが小さい（つまり下り勾
配の勾配が大きい）程、荷重Ｆｎ＿ＦＡ'が大きくなり、荷重Ｆｎ＿ＲＡ'が小さくなる。
【００４３】
　軸荷重が小さい車輪Ｗよりも軸荷重が大きい車輪Ｗに、より大きな制動力を発生させる
ことで、車体の挙動を安定化することができる。また、上述のとおり、各車輪Ｗの軸荷重
は、路面の勾配値θから求めることができる。
【００４４】
　車体挙動制御装置１では、路面の勾配値θを算出し、その路面の勾配値θを用いて各車
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輪Ｗの軸荷重を取得する。そして、車体挙動制御装置１は、その軸荷重に基づいて、連動
ブレーキ動作を実行することで、車体の挙動を安定化する。
【００４５】
＜制御部７の構成例＞
　図５は、本実施の形態１に係る車体挙動制御装置１を含む液圧制御システム１００が備
えている各種センサ、制御部７及び各種アクチュエータの機能ブロック図である。図６は
、本実施の形態１に係る車体挙動制御装置１に含まれる制御部７の機能ブロック図である
。図５及び図６を参照して、制御部７の構成例について説明する。
【００４６】
　制御部７は、検出部８からの信号を受ける入力部７Ａと、検出部８からの信号に基づい
て車体が走行する路面の勾配値θを算出し、調整弁３の開閉、ポンプ装置２の回転数等の
制御を実行するプロセッサ部７Ｂと、算出された路面の勾配値θ、各車輪Ｗの軸荷重等の
各種のデータが格納される記憶部７Ｃとを含む。
【００４７】
（入力部７Ａ）
　入力部７Ａは、例えば検出部８からの信号を受ける入力回路等を含む回路で構成される
ものである。入力部７Ａで受けた信号は、プロセッサ部７Ｂに出力される。
【００４８】
（プロセッサ部７Ｂ）
　プロセッサ部７Ｂは、演算部Ｔ１と、アクチュエータ制御部Ｔ２とを含む。演算部Ｔ１
は、車体速度算出部７Ｂ１と、勾配算出部７Ｂ２と、判定部７Ｂ３と、軸荷重算出部７Ｂ
４と、車体挙動制御実行部７Ｂ５とを含む。プロセッサ部７Ｂは、例えばマイクロコント
ローラ等で構成することができる。
【００４９】
　車体速度算出部７Ｂ１は、車輪速度センサＷＳの検出信号に基づいて車体速度ｖＶｅｈ
を算出する。
【００５０】
　勾配算出部７Ｂ２は、加速度センサ８Ｅの検出信号と、車輪速度センサＷＳの検出信号
とに基づいて路面の勾配値θを算出する。ここで、本実施の形態１における路面の勾配値
θの算出方法例について説明する。
【００５１】
　加速度センサ８Ｅの検出信号から得られる車体の進行方向における加速度成分ａＸは、
車体の進行方向における加減速に起因する加速度成分ａＶｅｈと、路面の勾配値θに起因
する加速度成分ａＳｌｏｐｅと、の和と看做すことができる。そのため、制御部７は、式
（７）の演算によって、路面の勾配値θに起因する加速度成分ａＳｌｏｐｅを推定するこ
とができる。なお、加減速に起因する加速度成分ａＶｅｈは、車輪速度の微分値として求
めることができ、例えば、制御部７は、車輪速度を車輪速度センサＷＳの検出信号から算
出し、算出した車輪速度の微分値を、加減速に起因する加速度成分ａＶｅｈとする。なお
、路面の勾配値θに起因する加速度成分ａＳｌｏｐｅは、上り勾配を走行中は正の値にな
り、下り勾配を走行中は負の値になる。
【００５２】
　［数７］
　　　　　　　ａＳｌｏｐｅ　＝　ａＸ － ａＶｅｈ　　　・・・（７）
【００５３】
　そして、制御部７は、路面の勾配値θに起因する加速度成分ａＳｌｏｐｅを用いて、式
（８）を演算することで、路面の勾配値θを得ることができる。なお、路面の勾配値θは
、上り勾配を走行中は正の値になり、下り勾配を走行中は負の値になる。
【００５４】
　［数８］
　　　　　　　θ　＝　ａｒｃｓｉｎ（ ａＳｌｏｐｅ ／ ｇ ）　　・・・（８）
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【００５５】
　このように、勾配算出部７Ｂ２は、加速度センサ８Ｅの検出信号と、車輪速度センサＷ
Ｓの検出信号とに基づいて、モーターサイクルが走行中の路面の勾配値θを算出すること
ができる。
【００５６】
　なお、制御部７の路面の勾配値θの算出方法は、上記に限定されるものではない。例え
ば、車体挙動制御装置１は、加速度センサ８Ｅとは別に勾配センサを備え、制御部７は、
該勾配センサの検出信号から路面の勾配値θを取得してもよい。そのような場合には、上
記の勾配算出部７Ｂ２の演算を行わないでよい分、制御部７の負荷を軽減することができ
る。
　また、制御部７は、例えば、モーターサイクルが走行中の路面の勾配値θの情報を、Ｇ
ＰＳ情報を元に取得してもよい。そのような場合でも、上記の勾配算出部７Ｂ２の演算を
行わないでよい分、制御部７の負荷を軽減することができる。
【００５７】
　判定部７Ｂ３は、勾配算出部７Ｂ２が算出した路面の勾配値θに基づいて、モーターサ
イクルが走行中の路面が上り勾配であるか、下り勾配であるか、又は、平坦であるかを判
定する。これらの判定部７Ｂ３の判定は、後述される制動力配分フローに用いられる。
【００５８】
　軸荷重算出部７Ｂ４は、勾配算出部７Ｂ２が算出した路面の勾配値θを用いて各車輪Ｗ
の軸荷重を算出する。なお、先述した式（１）～（６）を考慮することで、各車輪Ｗの軸
荷重を算出することができる。
【００５９】
　車体挙動制御実行部７Ｂ５は、軸荷重算出部７Ｂ４が算出した各車輪Ｗの軸荷重に基づ
いて、車体挙動制御としての連動ブレーキ動作を実行するための制御信号を生成し、アク
チュエータ制御部Ｔ２に出力する。
　路面の勾配値θに応じて各車輪Ｗにかかる軸荷重は変化する。したがって、車体挙動制
御実行部７Ｂ５は、後述される制動力配分フローを実行して、各車輪Ｗの軸荷重に応じて
各車輪Ｗに発生させる制動力の比率を変化させることで、モーターサイクルの挙動が不安
定になることを抑制する。
【００６０】
　アクチュエータ制御部Ｔ２は、駆動機構制御部７Ｂ６と、弁制御部７Ｂ７とを含む。
　連動ブレーキ動作の実行時に、弁制御部７Ｂ７は、調整弁３の開閉動作を制御し、駆動
機構制御部７Ｂ６は、弁制御部７Ｂ７と協働して駆動機構２Ａの回転数を制御する。
【００６１】
（記憶部７Ｃ）
　記憶部７Ｃには、前輪２０及び後輪３０の車輪速度の情報、プロセッサ部７Ｂで算出さ
れた情報、基準値等が格納されている。記憶部７Ｃは、例えばＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａ
ｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等で構成することができる。
【００６２】
＜連動ブレーキ動作における制動力配分＞
　図７は、本実施の形態１に係る車体挙動制御装置１の前輪２０及び後輪３０の制動力配
分フローの一例である。
【００６３】
（ステップＳ０：スタート）
　制御部７は、制動力配分フローを開始する。
【００６４】
（ステップＳ１：制動力の基準値の取得）
　制御部７の車体挙動制御実行部７Ｂ５は、例えば、車体速度算出部７Ｂ１が算出した車
体速度ｖＶｅｈを用いて、前輪２０及び後輪３０に配分する制動力の基準値を設定する。
なお、前輪２０及び後輪３０の制動力の基準値は、逐次算出されてもよいし、記憶部７Ｃ
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に予め記憶されていてもよい。
【００６５】
（ステップＳ２：路面の勾配値θの算出）
　制御部７の勾配算出部７Ｂ２は、加速度センサ８Ｅの検出信号及び車輪速度センサＷＳ
の検出信号に基づいて、車体が走行中の路面の勾配値θを算出する。
【００６６】
（ステップＳ３：路面の勾配に関する判定）
　制御部７の判定部７Ｂ３は、勾配算出部７Ｂ２が算出した路面の勾配値θに基づいて、
路面が上り勾配であるか、下り勾配であるか、又は、平坦であるかを判定する。
　路面が上り勾配又は下り勾配である場合には、ステップＳ４に移る。
　路面が平坦である場合には、ステップＳ５に移る。
【００６７】
（ステップＳ４：各車輪Ｗの軸荷重の算出）
　制御部７の軸荷重算出部７Ｂ４は、判定部７Ｂ３が上り勾配又は下り勾配であると判定
していると、勾配算出部７Ｂ２が算出した路面の勾配値θに基づいて各車輪Ｗの軸荷重を
算出する。
【００６８】
（ステップＳ５：制動力配分の修正）
　制御部７の車体挙動制御実行部７Ｂ５は、軸荷重算出部７Ｂ４が算出した各車輪Ｗの軸
荷重に基づいて、ステップＳ１で設定した前輪２０の制動力及び後輪３０の制動力の数値
を修正する。
【００６９】
　例えば、車体挙動制御実行部７Ｂ５は、路面が上り勾配である状態において、後輪３０
の軸荷重が大きい（路面の勾配値θが大きい）程、後輪３０に配分される制動力の比率を
大きくする。また、車体挙動制御実行部７Ｂ５は、路面が下り勾配である状態において、
前輪２０の軸荷重が大きい（路面の勾配値θが小さい）程、前輪２０に配分される制動力
の比率を大きくする。前輪２０に配分される制動力の比率を大きくするにあたり、車体挙
動制御実行部７Ｂ５は、後輪３０に生じさせる制動力を低下させずに、前輪２０に配分さ
れる制動力の比率を大きくするとよい。
【００７０】
（ステップＳ６：制動力配分の設定）
　制御部７は、ステップＳ３を経てきた場合にはステップＳ１で設定した前輪２０及び後
輪３０の制動力の基準値を、制動力配分の設定値とする。
　また、制御部７は、ステップＳ５を経てきた場合にはステップＳ５で修正した前輪２０
及び後輪３０の制動力の数値を、制動力配分の設定値とする。
【００７１】
（ステップＳ７：エンド）
　制御部７は、制動力配分フローを終了する。
【００７２】
＜本実施の形態１に係る車体挙動制御装置１の有する効果＞
　本実施の形態１に係る車体挙動制御装置１は、車体の挙動を制御する挙動制御機構と、
路面の勾配値θを用いて算出された車輪Ｗの軸荷重に基づいて挙動制御機構の動作を制御
する制御部７と、を備えている。このため、路面の勾配が変化する場合であっても、車体
の挙動が不安定になることを抑制することができる。
【００７３】
　好ましくは、本実施の形態１に係る車体挙動制御装置１の挙動制御機構は、ブレーキ機
構であり、制御部７は、挙動制御機構の動作として、ブレーキ機構が実行する車輪Ｗを制
動する動作を、制御する。そして、この車輪Ｗを制動する動作は、ハンドルレバー２４又
はフットペダル３４を介して、いずれかの車輪Ｗを制動する操作が行われた際に複数の車
輪Ｗに制動力を発生させる連動ブレーキ動作である。このように、車体挙動制御装置１は
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、軸荷重を加味した上で、車輪Ｗを制動する連動ブレーキ動作を実行するため、連動ブレ
ーキ動作の有効性を向上することができる。
【００７４】
　好ましくは、本実施の形態１に係る車体挙動制御装置１の制御部７は、車輪Ｗの軸荷重
に基づいて、連動ブレーキ動作における、複数の車輪Ｗのそれぞれに配分される制動力の
比率を変化させる。
【００７５】
　例えば、本実施の形態１に係る車体挙動制御装置１の制御部７は、路面が上り勾配であ
る状態において、後輪３０の軸荷重が大きい（路面の勾配値θが大きい）程、後輪３０に
配分される制動力の比率を大きくする。上り勾配の路面の勾配が大きい（路面の勾配値θ
が大きい）程、後輪３０の軸荷重が大きくなるので、それを踏まえて後輪３０に発生させ
る制動力をより大きくすることで、モーターサイクルの挙動が不安定になることをより確
実に抑制することができる。
【００７６】
　例えば、本実施の形態１に係る車体挙動制御装置１の制御部７は、路面が下り勾配であ
る状態において、前輪２０の軸荷重が大きい（路面の勾配値θが小さい）程、前輪２０に
配分される制動力の比率を大きくする。下り勾配の路面の勾配が大きい（路面の勾配値θ
が小さい）程、前輪２０の軸荷重が大きくなるので、それを踏まえて前輪２０に発生させ
る制動力をより大きくすることで、モーターサイクルの挙動が不安定になることをより確
実に抑制することができる。
【００７７】
　例えば、本実施の形態１に係る車体挙動制御装置１の制御部７は、路面が下り勾配であ
る状態において、後輪３０に生じさせる制動力を低下させずに、前輪２０に配分される制
動力の比率を大きくする。下り勾配の路面を走行している場合には、モーターサイクルの
自重がモーターサイクルの速度を上昇させるように作用するため、上り勾配の路面や平坦
な路面を走行している場合と比較して、要求される制動力の総和が大きくなる。そのため
、制御部７は、路面が下り勾配である場合の連動ブレーキ動作において、後輪３０の制動
力を低下させずに、前輪２０に配分される制動力の比率を大きくして、制動力の不足が生
じてしまうことを抑制する。
【００７８】
実施の形態２．
　以下では、実施の形態１と重複する説明を省略し、異なる部分のみを説明する。
【００７９】
＜車体挙動制御装置１の各部の構成＞
　制御部７は、各車輪Ｗの軸荷重に基づいて各車輪Ｗに浮き上がりが生じているか否かを
判定する。そして、制御部７は、その判定結果を、車体挙動制御としての、例えば、ＡＢ
Ｓ制御、トラクションコントロール等に用いる。
　ここで、ＡＢＳ制御は、モーターサイクルの減速中に、車輪Ｗのロックを抑制する制御
である。制御部７は、路面の勾配値θを用いて算出した車輪Ｗの軸荷重に基づいて、車輪
Ｗの浮き上がりを判定し、ＡＢＳ制御において、その判定結果を用いる。
　また、トラクションコントロールは、モーターサイクルの走行中に、車輪Ｗの空転を抑
制する制御である。制御部７は、路面の勾配値θを用いて算出した車輪Ｗの軸荷重に基づ
いて、車輪Ｗの浮き上がりを判定し、トラクションコントロールにおいて、その判定結果
を用いる。
【００８０】
　例えば、下り勾配の路面を走行しているときにブレーキ操作がされ、車輪Ｗがロックし
そうになっている状況を考える。下り勾配の路面を走行するモーターサイクルでは、前輪
２０の軸荷重が増加し、後輪３０が浮き上がりやすくなる。制御部７は、そのような状況
で、車輪Ｗの軸荷重に基づいて後輪３０に浮き上がりが生じているか否かを判定する。制
御部７は、後輪３０の軸荷重のみを用いて、後輪３０の浮き上がりを判定してもよく、ま
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た、車輪速度及び車体速度ｖＶｅｈから算出される後輪３０のスリップ率と、後輪３０の
軸荷重と、を用いて、後輪３０の浮き上がりを判定してもよい。制御部７は、後輪３０の
軸荷重を用いてもよく、また、後輪３０の軸荷重に換算できる他の物理量（例えば、前輪
２０の軸荷重等）を用いてもよい。
【００８１】
　仮に、制御部７が、車輪速度及び車体速度ｖＶｅｈから算出される後輪３０のスリップ
率のみを使用して後輪３０の浮き上がりを判定する場合には、下り勾配によって後輪３０
が浮き上がりやすくなっていることが加味されず、後輪３０の浮き上がりの判定が不正確
となって、ＡＢＳ制御の有効性が低減されてしまう。一方、上述のように、制御部７が、
車輪Ｗの軸荷重に基づいて後輪３０に浮き上がりが生じているか否かを判定する場合には
、下り勾配によって後輪３０が浮き上がりやすくなっていることが加味されて、後輪３０
の浮き上がりの判定が正確化され、ＡＢＳ制御の有効性が向上される。
【００８２】
　なお、ここでは、モーターサイクルが下り勾配の路面を走行しているときのＡＢＳ制御
について説明しているが、モーターサイクルが上り勾配の路面を走行しているときのＡＢ
Ｓ制御においても、車輪Ｗの軸荷重を用いることで、車輪Ｗに浮き上がりが生じているか
否かの判定が正確化される。モーターサイクルが下り勾配の路面を走行しているときには
、その有効性が一層高まる。
【００８３】
　例えば、上り勾配の路面を走行しているときにモーターサイクルが加速され、車輪Ｗが
空転しそうになっている状況を考える。上り勾配の路面を走行するモーターサイクルでは
、後輪３０の軸荷重が増加し、前輪２０が浮き上がりやすくなる。制御部７は、そのよう
な状況で、車輪Ｗの軸荷重に基づいて前輪２０に浮き上がりが生じているか否かを判定す
る。制御部７は、前輪２０の軸荷重のみを用いて、前輪２０の浮き上がりを判定してもよ
く、また、車輪速度及び車体速度ｖＶｅｈから算出される前輪２０のスリップ率と、前輪
２０の軸荷重と、を用いて、前輪２０の浮き上がりを判定してもよい。制御部７は、前輪
２０の軸荷重を用いてもよく、また、前輪２０の軸荷重に換算できる他の物理量（例えば
、後輪３０の軸荷重等）を用いてもよい。
【００８４】
　仮に、制御部７が、車輪速度及び車体速度ｖＶｅｈから算出される前輪２０のスリップ
率のみを使用して前輪２０の浮き上がりを判定する場合には、上り勾配によって前輪２０
が浮き上がりやすくなっていることが加味されず、前輪２０の浮き上がりの判定が不正確
となって、トラクションコントロールの有効性が低減されてしまう。一方、上述のように
、制御部７が、車輪Ｗの軸荷重に基づいて前輪２０に浮き上がりが生じているか否かを判
定する場合には、上り勾配によって前輪２０が浮き上がりやすくなっていることが加味さ
れて、前輪２０の浮き上がりの判定が正確化され、トラクションコントロールの有効性が
向上される。
【００８５】
　なお、ここでは、モーターサイクルが上り勾配の路面を走行しているときのトラクショ
ンコントロールについて説明しているが、モーターサイクルが下り勾配の路面を走行して
いるときのトラクションコントロールにおいても、車輪Ｗの軸荷重を用いることで、車輪
Ｗに浮き上がりが生じているか否かの判定が正確化される。モーターサイクルが上り勾配
の路面を走行しているときには、その有効性が一層高まる。
【００８６】
＜本実施の形態２に係る車体挙動制御装置１の有する効果＞
　本実施の形態２に係る車体挙動制御装置１の制御部７は、車輪Ｗの軸荷重に基づいて車
輪Ｗの浮き上がりを検出する。そのため、車輪Ｗの浮き上がりの判定が正確化されて、車
体の挙動が不安定になることを抑制することができる。
【００８７】
　以上、実施の形態１及び実施の形態２について説明したが、本発明は各実施の形態の説
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明に限定されない。例えば、各実施の形態の全て又は一部が組み合わされてもよい。
【符号の説明】
【００８８】
　１　車体挙動制御装置、２　ポンプ装置、２Ａ　駆動機構、２Ｂ　ポンプエレメント、
３　調整弁、３Ａ　第１増圧弁、３Ｂ　第１減圧弁、３Ｃ　第２増圧弁、３Ｄ　第２減圧
弁、４　内部流路、４Ａ　第１内部流路、４Ｂ　第２内部流路、５　フロートリストリク
タ、６　アキュムレータ、７　制御部、７Ａ　入力部、７Ｂ　プロセッサ部、７Ｂ１　車
体速度算出部、７Ｂ２　勾配算出部、７Ｂ３　判定部、７Ｂ４　軸荷重算出部、７Ｂ５　
車体挙動制御実行部、７Ｂ６　駆動機構制御部、７Ｂ７　弁制御部、７Ｃ　記憶部、８　
検出部、８Ａ　第１圧力センサ、８Ｂ　第２圧力センサ、８Ｃ　前輪速度センサ、８Ｄ　
後輪速度センサ、８Ｅ　加速度センサ、２０　前輪、２１　フロントブレーキパッド、２
２　フロントホイールシリンダ、２３　ブレーキ液管、２４　ハンドルレバー、２５　第
１マスターシリンダ、２６　第１リザーバ、２７　ブレーキ液管、３０　後輪、３１　リ
アブレーキパッド、３２　リアホイールシリンダ、３３　ブレーキ液管、３４　フットペ
ダル、３５　第２マスターシリンダ、３６　第２リザーバ、３７　ブレーキ液管、１００
　液圧制御システム、Ｃ１　前輪液圧回路、Ｃ２　後輪液圧回路、Ｇ　重心、Ｐ　ポート
、Ｔ１　演算部、Ｔ２　アクチュエータ制御部、Ｗ　車輪、ＷＳ　車輪速度センサ。

【図１】 【図２】

【図３】
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